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フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

新
旧
対
照
表 

 

○
フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
六
十
四
号
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

〔
傍
線
部
分
は
修
正
部
分
〕 

修 

正 

後 

修 

正 

前 

 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
人
類
共
通
の
課
題
で
あ
る
オ
ゾ
ン
層
の
保
護
及
び
地

球
温
暖
化
（
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第

百
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
球
温
暖
化
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
防
止
に
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
オ
ゾ
ン

層
を
破
壊
し
又
は
地
球
温
暖
化
に
深
刻
な
影
響
を
も
た
ら
す
フ
ロ
ン
類
の
大

気
中
へ
の
排
出
を
抑
制
す
る
た
め
、
基
本
原
則
、
フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理

化
及
び
特
定
製
品
に
使
用
さ
れ
る
フ
ロ
ン
類
の
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
指

針
並
び
に
フ
ロ
ン
類
及
び
フ
ロ
ン
類
使
用
製
品
の
製
造
業
者
等
並
び
に
特
定

製
品
の
管
理
者
の
責
務
等
を
定
め
る
と
と
も
に
、
フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理

化
及
び
特
定
製
品
に
使
用
さ
れ
る
フ
ロ
ン
類
の
管
理
の
適
正
化
の
た
め
の
措

置
等
を
講
じ
、
も
っ
て
現
在
及
び
将
来
の
国
民
の
健
康
で
文
化
的
な
生
活
の

確
保
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
人
類
の
福
祉
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。 

  

（
基
本
原
則
） 

第
二
条
の
二 

フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
抑
制
及
び
フ
ロ
ン
類
の
排
出
の
抑
制
は
、

 

（
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
法
律
は
、
人
類
共
通
の
課
題
で
あ
る
オ
ゾ
ン
層
の
保
護
及
び
地

球
温
暖
化
（
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第

百
十
七
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
地
球
温
暖
化
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

の
防
止
に
積
極
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
オ
ゾ
ン

層
を
破
壊
し
又
は
地
球
温
暖
化
に
深
刻
な
影
響
を
も
た
ら
す
フ
ロ
ン
類
の
大

気
中
へ
の
排
出
を
抑
制
す
る
た
め
、
フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
特
定

製
品
に
使
用
さ
れ
る
フ
ロ
ン
類
の
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
指
針
並
び
に
フ

ロ
ン
類
及
び
フ
ロ
ン
類
使
用
製
品
の
製
造
業
者
等
並
び
に
特
定
製
品
の
管
理

者
の
責
務
等
を
定
め
る
と
と
も
に
、
フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
特
定

製
品
に
使
用
さ
れ
る
フ
ロ
ン
類
の
管
理
の
適
正
化
の
た
め
の
措
置
等
を
講

じ
、
も
っ
て
現
在
及
び
将
来
の
国
民
の
健
康
で
文
化
的
な
生
活
の
確
保
に
寄

与
す
る
と
と
も
に
人
類
の
福
祉
に
貢
献
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

   

〔
新
設
〕 



  

二

フ
ロ
ン
類
代
替
物
質
を
冷
媒
そ
の
他
の
用
途
に
使
用
す
る
た
め
に
必
要
な
技

術
の
早
期
の
普
及
を
図
る
こ
と
、
フ
ロ
ン
類
使
用
製
品
に
使
用
さ
れ
て
い
る

フ
ロ
ン
類
の
再
生
等
フ
ロ
ン
類
の
循
環
的
な
利
用
を
進
め
る
こ
と
、
フ
ロ
ン

類
使
用
製
品
の
使
用
等
に
際
し
て
の
フ
ロ
ン
類
の
漏
え
い
の
防
止
、
冷
媒
と

し
て
充
塡
さ
れ
て
い
る
フ
ロ
ン
類
の
確
実
な
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
そ
の
他

の
フ
ロ
ン
類
の
適
切
な
管
理
を
行
う
こ
と
等
に
よ
り
、
可
能
な
限
り
、
令
和

三
十
二
年
ま
で
に
フ
ロ
ン
類
の
大
気
中
へ
の
排
出
が
な
く
な
る
こ
と
を
目
指

し
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

（
指
針
） 

第
三
条 

主
務
大
臣
は
、
前
条
に
定
め
る
フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
抑
制
及
び
フ
ロ

ン
類
の
排
出
の
抑
制
に
つ
い
て
の
基
本
原
則
に
の
っ
と
り
、
フ
ロ
ン
類
の
使

用
の
抑
制
及
び
フ
ロ
ン
類
の
排
出
の
抑
制
を
図
る
こ
と
に
よ
り
オ
ゾ
ン
層
の

保
護
及
び
地
球
温
暖
化
の
防
止
に
資
す
る
た
め
、
フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理

化
及
び
特
定
製
品
に
使
用
さ
れ
る
フ
ロ
ン
類
の
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
事

項
に
つ
い
て
、
指
針
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

 

          

（
指
針
） 

第
三
条 

主
務
大
臣
は
、
フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
抑
制
及
び
フ
ロ
ン
類
の
排
出
の

抑
制
を
図
る
こ
と
に
よ
り
オ
ゾ
ン
層
の
保
護
及
び
地
球
温
暖
化
の
防
止
に
資

す
る
た
め
、
フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
特
定
製
品
に
使
用
さ
れ
る
フ

ロ
ン
類
の
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
指
針
を
定
め
る
も
の

と
す
る
。 

 

 
 

  
 



 

三

○
フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
第
百
九
十
八
回
国
会
閣
法
第
五
十
六
号
） 

〔
傍
線
部
分
は
修
正
部
分
〕 

修 

正 

後 

修 

正 

前 

 

フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

三
年
法
律
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

  

第
一
条
中
「
抑
制
す
る
た
め
」
の
下
に
「
、
基
本
原
則
」
を
加
え
る
。 

 

第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。 

 

（
基
本
原
則
） 

第
二
条
の
二 

フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
抑
制
及
び
フ
ロ
ン
類
の
排
出
の
抑
制
は
、

フ
ロ
ン
類
代
替
物
質
を
冷
媒
そ
の
他
の
用
途
に
使
用
す
る
た
め
に
必
要
な
技

術
の
早
期
の
普
及
を
図
る
こ
と
、
フ
ロ
ン
類
使
用
製
品
に
使
用
さ
れ
て
い
る

フ
ロ
ン
類
の
再
生
等
フ
ロ
ン
類
の
循
環
的
な
利
用
を
進
め
る
こ
と
、
フ
ロ
ン

類
使
用
製
品
の
使
用
等
に
際
し
て
の
フ
ロ
ン
類
の
漏
え
い
の
防
止
、
冷
媒
と

し
て
充
塡
さ
れ
て
い
る
フ
ロ
ン
類
の
確
実
な
回
収
及
び
破
壊
の
実
施
そ
の
他

の
フ
ロ
ン
類
の
適
切
な
管
理
を
行
う
こ
と
等
に
よ
り
、
可
能
な
限
り
、
令
和

三
十
二
年
ま
で
に
フ
ロ
ン
類
の
大
気
中
へ
の
排
出
が
な
く
な
る
こ
と
を
目
指

し
、
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
三
条
第
一
項
中
「
主
務
大
臣
は
」
の
下
に
「
、
前
条
に
定
め
る
フ
ロ
ン
類

の
使
用
の
抑
制
及
び
フ
ロ
ン
類
の
排
出
の
抑
制
に
つ
い
て
の
基
本
原
則
に
の
っ

と
り
」
を
加
え
る
。 

 

フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

三
年
法
律
第
六
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

〔
新
設
〕 

〔
新
設
〕 

          

〔
新
設
〕 

  



  

四

  

第
三
十
七
条
第
三
項
中
「
第
五
項
及
び
第
七
項
」
を
「
第
六
項
及
び
第
八
項
」

に
改
め
る
。 

  

〔
略
〕 

  
 

 

附 

則 

  

（
経
過
措
置
） 

第
二
条 

こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理

の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
規
定
に
よ

り
指
針
が
定
め
ら
れ
る
ま
で
の
間
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
法

律
に
よ
る
改
正
前
の
フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関

す
る
法
律
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
て

い
る
指
針
は
、
新
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
指
針
と
み
な
す
。 

２ 

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
旧
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ

れ
た
引
取
証
明
書
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
引
取
証
明
書
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
又
は
送
付
さ
れ
た
引
取
証
明
書
の
写
し
は
、
新
法
第
四
十
五
条
第
三

項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
四
十
五
条
の
二
及
び
第
百
五
条
第
四
号
か
ら
第
六

号
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
新
法
第
四
十
五
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
引
取
証
明
書
の
写
し
又
は
送
付
さ
れ
た
引
取
証

  

第
三
十
七
条
第
三
項
中
「
第
五
項
及
び
第
七
項
」
を
「
第
六
項
及
び
第
八
項
」

に
改
め
る
。 

  

〔
略
〕 

  
 

 

附 

則 

  

（
引
取
証
明
書
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
二
条 

〔
新
設
〕 

      
 

こ
の
法
律
の
施
行
前
に
こ
の
法
律
に
よ
る
改
正
前
の
フ
ロ
ン
類
の
使
用
の

合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
交
付
さ
れ
た
引
取
証
明
書
（
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
引
取
証
明
書
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
送
付
さ
れ
た
引
取
証
明
書
の
写
し
は
、
こ
の
法
律

に
よ
る
改
正
後
の
フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
合
理
化
及
び
管
理
の
適
正
化
に
関
す

る
法
律
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
五
条
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、



 

五

明
書
と
み
な
す
。 

    

（
検
討
） 

第
四
条 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
目
途
と
し
て
、
フ
ロ
ン
類
の

使
用
の
抑
制
及
び
フ
ロ
ン
類
の
排
出
の
抑
制
の
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
、
フ
ロ

ン
類
使
用
製
品
の
製
造
及
び
輸
入
の
禁
止
そ
の
他
の
規
制
を
す
る
こ
と
、
フ

ロ
ン
類
使
用
製
品
の
製
造
又
は
輸
入
を
業
と
し
て
行
う
者
に
対
し
て
経
済
的

な
負
担
を
課
す
こ
と
そ
の
他
の
フ
ロ
ン
類
の
使
用
の
抑
制
及
び
フ
ロ
ン
類
の

排
出
の
抑
制
の
た
め
に
必
要
な
措
置
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
の
結

果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

政
府
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経

過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
新
法
の
施
行
の
状
況
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
新
法
の
規
定
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ

い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

 
第
四
十
五
条
の
二
及
び
第
百
五
条
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
新
法
第
四
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ

れ
た
引
取
証
明
書
の
写
し
又
は
送
付
さ
れ
た
引
取
証
明
書
と
み
な
す
。 

  

（
検
討
） 

第
四
条 

〔
新
設
〕 

       
 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
五
年
を
経
過
し
た
場
合
に
お
い
て
、
新
法

の
施
行
の
状
況
を
勘
案
し
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
新
法
の
規
定

に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も

の
と
す
る
。 

 

 
 

 


